
 

熊本ＹＭＣＡが指定管理者となっている益城町総合体育館。今は避難の人々を受け入れている。（4 月 20 日の NHK ニュースから） 
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熊本の震災に救援を 

東日本大震災から５年を経, 「復

興」の現状と今後の被災地支援を

改めて考えようとしていたところに, 

熊本と周辺の大震災が発生しまし

た。 

渦中にある熊本 YMCA は,施設

の被害を修復して一時休止中の事

業を再開させることに全力をあげる

とともに,地域の人々の救援に当た

っています。全国の YMCA からの

応援の動きが日ごとに伝えられて

いるところです。YMCA の仲間とし

て, 私たちもその働きを募金などの

方法により支援したいと思います。

募金の詳細についてはセンターに

お問い合わせください。 

また南米エクアドルでも大地震が

発生し,多数の犠牲が出たと報じられ

ています。こちらにも YMCA の国際

の連帯の手を差し伸べましょう。 

◆定期総会 5 月 28 日(土) に 

千葉 YMCA の会員皆が集う定期

総会, 今年は 5 月 28 日(土)午後 1

時から千葉センターで開催されま

す。昨年度の活動を顧み, 今年度

の計画を確認する大切な機会です。

今から覚えてぜひご出席ください。 

正式のご案内は, 5 月連休明け

に常議員選挙の投票依頼とともに,

各会員宅に郵送されます。 

この総会に,大谷昭雄氏(横浜

YMCA 職員, 宮古ボランティアセン

ター駐在経験) をお招きし, 東北

被災地支援のこれまでとこれからに

ついてお話しいただきます。大谷さ

んは以前千葉 YMCA に出向勤務

され, 現在も千葉 YMCA の会員で

す。 

◆総会で会則を改正の予定 

 千葉 YMCA の会則の全面的改正

の準備を進めています。2 年前まで

の旧財団法人千葉キリスト教青年会

においては,会則は法人の寄付行為

の細則という位置付でした。これに対

し, 今回の会則は,会員運動としての

千葉 YMCA が,社会的責任をもつ法

人(一般財団法人千葉 YMCA)の基

礎となっている,という立場を明らかに

します。 

 運動体としての千葉 YMCA が,日本

YMCA 同 盟 に 加 盟 し て 世 界 の

YMCA 運動に連なること,そしてそれ

が 法人千葉 YMCA の運営を支えて

いくことを,会則によって示します。 

 いまこの会則改正案を日本 YMCA

同盟に提出し査読を受けています。

その結果により, 5 月の総会で会則改

正を行う予定です。 

◆秋のチャリティーランは 10 月 15 日  

 今秋のインターナショナルチャリテ

ィーランは 10 月 15 日(土)の開催です。

実行委員会が準備を始めました。 

このイベントは 1998 年以来毎年続

けており, 来年が 20 回目の記念大

会になります。 
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